
山梨県富士山保全事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 知事は、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を

後世に継承することを目的として、第２条に定める補助対象事業者が行う富士山保全事業

等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、

山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に

規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業者）  

第２条 この補助金の対象となる者は、次の各号に定める者とする。 

一 富士山五合目以上（富士スバルライン五合目以上及び吉田口五合目以上をいう。以下

同じ。）に行政区域を持つ山梨県内の市町村 

二 富士山五合目以上に山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく保護の責任のある恩賜県

有財産保護団体 

三 山梨県内の行政機関を中心として組織された協議会等であって富士山五合目以上で

事業を行う者及びそれを構成する地方公共団体 

四 富士山五合目以上の吉田口登下山道（須走口・吉田口山頂含む）周辺に常設の拠点を

持つ民間事業者 

 

（補助対象期間） 

第３条 補助対象期間は、補助金の交付決定を受けた日から当該日の属する年度の末日ま

でとする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業は、次の各号に定める要件をすべて満たす事業とす

る。 

一 富士山五合目以上の区域内において、次のいずれかの事業を行うものであること。 

ア 環境保全事業 

イ 登山の安全の確保のための事業 

ウ 富士山への来訪者が富士山の有する顕著で普遍的な文化的価値についての理解を

深めるための事業 

二 次に定める新規事業又は既存事業の拡充に係る事業であること。 

ア 新規事業とは、同一補助対象事業者が、事業実施年度より前の６年以内に実施し

た事業と著しく類似した事業を除く、「イ」の拡充に係る事業以外の事業を言う。

ただし、トイレや救護所等の施設の設置（既存施設の改善のための新設を含む。）

に係る新規事業については、それ以前の設置の有無を問わない。 

イ 既存事業の拡充に係る事業とは、事業実施年度より前の６年間の事業に対して、

その事業の効果を増大させる部分をいう。ただし、トイレや救護所等の施設の改修

においては、それ以前の新築、改修の時期に拘わらず、既存施設に対して、その施

設の効果を増大させる部分をいう。 

三 事業の実施について、法令に基づく許認可及び関係者の了解が得られ、又は得られる



見込みがあること。 

四 山梨県富士山保全協力金事業審議会の審議の結果、適切であると認められた事業で

あること。 

２ 前項の規定により、事業実施の前年度以前に補助対象となった事業（以下「継続事業」

という）は、補助対象とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 前条に規定する事業の補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に必要な

関係書類を添えて、別に知事が指定する期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得

た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請をしな

ければならない。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないも

のについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、補助金交付申請書の内容について適当と認めたときは、速やかに交付の決

定をし、交付決定通知書（様式第２号）により申請者へ通知する。 

２ 知事は、前条の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付

申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入

控除税額を減額して交付決定するものとする。 

３ 知事は、前条ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税

等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件

を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８条 規則第６条による補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（別表に定める軽微な変更は

除く。）をしようとするとき、又は補助金の交付決定後の事情の変更等により補助事業

の中止し、又は廃止しようとするときは、事業変更（中止、廃止）承認申請書（様式第

３号）を提出し、知事の承認を受けること。 

二 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難に

なった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 



 

（実績報告書の提出） 

第９条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して１箇月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度

の４月１０日のいずれか早い期日までに、実績報告書（様式第４号）に必要関係書類を

添えて知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等に係

る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 補助事業者は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税

額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 

 

（補助金の確定） 

第１１条 知事は、実績報告書の提出があったときは、当該報告書に係る書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査により、内容が適正であると認めた場合は、速やかに補助金

額の確定をし、補助金を交付する。 

 

（補助金の交付方法） 

第１２条 知事は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより交付

することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書（様

式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物

並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具（以下「取得財産等」と

いう。）については、知事が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間（以下「財産処分制限期間」という。）

を経過するまでは、知事の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第６号）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち

取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものと

する。 

４ 補助事業者が知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、知事

は、必要に応じてその収入の全部又は一部を県に納付させるものとする。 



 

５ 補助事業者は、取得財産等については、事業終了後においても善良な管理者の注意をも

って管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その運用を図らなければならない。 

 

（書類の保管） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類について、当該補助事業終了の

翌年度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。 

 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年８月１１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



別表（第５条関係） 

補助対象経費 軽微な変更 補助率 

１ 報酬 

２ 賃金 

（正社員又は常勤職員に

係る賃金を除く。） 

３ 報償費 

４ 旅費 

５ 需用費 

６ 役務費 

７ 委託料 

８ 使用料及び賃借料 

９ 工事請負費 

10 原材料費 

11 財産購入費 

12 備品購入費 

13 負担金等 

 

ただし、国、地方公共団体

及び民間団体等からの補助

金又は交付金等の対象とな

るものについては、その部分

を控除した金額 

１ 補助対象経費の各費目間にお

いて、いずれか低い額の２０％

以内を増減させる場合 

 

２ 補助事業の目的の達成に支障

を来さない事業計画の細部の変

更であって、交付決定を受けた

補助金の額の増額を伴わない場

合 

定額以内 

 

ただし、トイレの新

設、改修等について

は、自己負担額の１

／２以内 

 

補助上限額は１事業

あたり 10,000 千円

以内 

 



（様式第１号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

山梨県知事  殿 

 

申請者 住所 

氏名   印 

 

   年度山梨県富士山保全事業費補助金交付申請書 

 

  このことについて、山梨県富士山保全事業費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書

類を添えて申請します。 

 

 

              

 １ 事業の目的・内容 

 

 ２ 事業期間 

 

 ３ 総事業費 

 

 ４ 補助対象事業費 

 

 ５ 補助金申請額 

 

 ６ 添付書類 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他参考となる資料 

   ※第４条第２号イの既存事業の拡充にあっては、事業を実施する年度より前

の５年間の各年度の実績がわかる資料 



（様式第２号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

  申請者       殿 

 

                                                           山梨県知事 

 

   

 

 年度山梨県富士山保全事業費補助金交付決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請のあった山梨県富士山保全事業費補助金については、山梨県補助

金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）第５条第１項の規定

により、次のとおり交付することに決定したので、規則第７条の規定により通知する。 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業の内容は、   年 月 日付けで申請のあった交付

申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費          円 

補助金の交付決定額           円 

 

３ 補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。 

 

４ 補助事業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 

 

５ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合は、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更についてはこの

限りではない。 

ア 補助対象経費の各費目相互間におけるいずれか低い額の２０％以内の経費の配分

の変更 

イ 補助事業の目的の達成に支障がなく補助金の増額を伴わない事業計画の細部の変

更 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければな

らない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 



（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事が別に定める期

間中においては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（５）その他必要な条件 

 

６ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置 

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合

がある。 

ア 補助金の他の用途への使用をしたとき 

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき 

エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき 

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、

既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。 

（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年 10.95％の

割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌

日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95％の割合で計算した

延滞金を県に納付しなければならない。 

 

７ 補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されている

か確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。 

 

８ 補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起算して一箇

月を経過した日又は  年４月１０日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果を記

載した補助事業実績報告書に別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。 

 

９ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して５年間、

整備保管しておかなければならない。 



（様式第３号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

山梨県知事  殿 

 

申請者 住所 

氏名   印 

    

 

  年度山梨県富士山保全事業費補助金 

事業変更（中止、廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定のあった    年度山梨県富

士山保全事業費補助金に係る補助事業の内容を変更したいので、山梨県富士山保全事業費

補助金交付要綱第８条第１号の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 １ 変更（中止、廃止）の理由           

 

 

 ２ 変更の内容 

 

 

 ３ 添付書類 

 

  （１）変更計画書 

  （２）収支予算書 

 

      ※ 変更前と変更後の事業の内容、事業費の配分を比較対照できるよう記述すること。 



（様式第４号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

山梨県知事  殿 

 

 住所 

氏名   印 

   

 

   年度山梨県富士山保全事業費補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付け  第  号で交付決定のあった、 年度山梨県富士山保全事

業費補助金について、次のとおり事業が完了したので、山梨県富士山保全事業費補助金交

付要綱第９条の規定により、その実績を報告します。 

 

 

 

添付書類    

  １ 事業報告書 

  ２ 収支精算書 

  ３ 事業活動の状況写真 

  ４ その他必要な書類 

 

  口座振替  振込先銀行名        

        支店名 

        預金種別 

        口座番号 

        口座名 

    



（様式第５号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

山梨県知事  殿 

 

 住所 

氏名   印 

   

 

   年度山梨県富士山保全事業費補助金概算払請求書 

 

 

  年  月  日付け  第  号で交付決定のあった、 年度山梨県富士山保全事

業費補助金について、次のとおり概算払いの請求をいたします。 

 

 

１ 概算払請求額   ￥ 

 

２ 内  訳 

 

３ 概算払い請求の理由 

 

４ 支払の方法 

（１）現  金  指定金融機関名 

（２）口座振替  振替先銀行名          預金種別（当座・普通） 

         口  座  名          No． 

補助金交付決定額 

① 

既概算交付額 

② 

差 引 額 

①－②＝③ 

今回概算請求額 

④ 

備考 

     



（様式第６号） 

                                                                第      号 

                                                年 月 日 

 

山梨県知事  殿 

 

 住所 

氏名   印 

    

 

 

 年度山梨県富士山保全事業費補助金 

財産処分承認申請書 

 

 

年度山梨県富士山保全事業費補助金に係る補助事業により取得した財産を次のと

おり処分したいので、同事業費補助金交付要綱第１３条第２項の規定により申請します。 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

２ 処分の内容 

３ 処分しようとする理由 

４ その他必要な書類  


